
























単位 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

　温室効果ガス排出量 kg-CO2 258,971 276,743 266,732 168,032 161,792 149,976 149,447 128,482 136,777 134,874 135,260 137,337
　産業廃棄物 廃プラスチック t 36 40 39 14.64 12.44 5.36 5.34 5.81 12.81 16.5 17.7 16.5

MJ 652,643 647,983 648,622 566,856 587,381 635,971 557,384 601,379 618,788 597,949 608,211 580,323
MJ 2,054,263 2,165,927 2,050,104 1,594,341 1,576,084 1,553,233 1,534,267 1,467,368 1,574,745 1,560,278 1,548,148 1,607,842

購⼊電⼒ kWh 66,393 65,919 65,984 57,666 59,754 64,697 58,737 61,178 62,949 60,829 61,873 59,036
　エネルギー使⽤量 灯油 L 3,219 3,107 2,790 2,817 2,389 2,564 2,429 2,411 3,361 3,361 3,838 4,438

Ａ重油 L 11,700 12,730 11,700 6,220 6,350 5,820 5,820 3,590 5,800 5,790 6,490 7,470
ガソリン L 16,721 19,847 19,524 17,711 19,001 19,728 20,785 19,152 17,850 16,325 15,942 15,807
軽油 L 23,454 22,628 21,235 16,543 15,177 14,306 14,387 15,017 15,826 16,843 15,962 15,803
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購⼊電⼒（新エネルギーを除く）
化⽯燃料

環境への負荷
二酸化炭素

7.ＥＡ２１経年変化のまとめグラフ（Ｈ１8〜Ｈ30.）
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H30.3.12

H30.3.7消防訓練実施

事務所にて警報機の説明 事務所にて消火器の取り扱い説明

避難及び緊急時の対応についての説明 工場にて警報機、消火器の説明

大型液体消火器の取り扱い説明

参加者 事務所　社⻑、三澤専務、⼭越部⻑、丸⼭課⻑、久保⽥主任
⽵内、熊澤、⼩林

工場 加藤⼯場、⼭⼝、⻘⽊、久保⽥、寺⽥、柳澤、⼩出澤、市川、遠⼭、斎藤、床尾、降幡、三澤専務

講師 ＣＳＫ総合防災㈱　
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事務所灯油貯蔵タンク前にて

工場灯油・重油貯蔵タンク前にて

参加者

事務所 社⻑、専務、常務、⼭越部⻑、丸⼭次⻑、酒井課⻑、久保⽥係⻑、押澤主任、武井、⽵内、熊澤、⼩林

⼯場　 加藤⼯場⻑、専務、鈴⽊

H30.4.16灯油・重油流出時の訓練実施
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法律名 適用項目 要求事項 チェック結果
〇産業廃棄物処理基準（法12条） ○
〇産業廃棄物保管基準（法12条） ○
　・周囲に囲いを設置
　・所定要件を備えた掲示板を設置
　・ほか保管基準に則した適正な保管
〇産業廃棄物処理委託基準（法12条） ○
　・許可業者等に委託
　・許可業者等の事業の範囲（許可品⽬等）が適切
　・契約書（所定事項の記載、所定書⾯の添付）の締結、５年間保存
　・ほか委託基準に則した許可業者等への処理委託
〇マニフェスト（産業廃棄物管理票）等（法12条の３、12条の５） ○
　・産業廃棄物引渡し時のマニフェストの交付（所定事項の記入）、Ａ票の保存
（５年間）
　・B２（積替えでB４、B６追加の場合あり）、D、E票の返送確認、保存（５年
　・期限内にマニフェストの写しの返送がないなどのとき⼜は処理業者から処理困難
通知を受けたときは、速やかに処理の状況を把握し、適切な措置を講じる。（定める
期限までに知事に報告も）
　・マニフェスト交付等状況を知事に報告（毎年６⽉30⽇までに）（電⼦マニフェ
スト分は不要）
〇処理状況の確認等（条例11条、（法12条）） ○
　・産業廃棄物処理の状況に関する確認と必要な措置
　・上記において、不適正な処理（⼜はおそれ）のときは、速やかに適切な措置を講
じる。（定める期限までに知事に報告も）
〇不法投棄、不法焼却の禁⽌（法16条、16条の２） ○
〇⼀般廃棄物処理委託基準（法６条の２） ○

一般廃棄物 ・許可業者等に委託
・許可業者等の事業の範囲（許可品⽬等）が適切

・消防法
・松本市広域連合 少量危険物 〇貯蔵及び取扱いの技術上の基準等の遵守、届出 ○
⽕災予防条例 指定可燃物 （法9条の4、条例30条〜34条の３、51条）
〈限定的に扱う〉
水質汚濁防止法 貯油施設 〇事故時の応急措置及び届出（法14条の2） ○

〇第⼀種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項（法16条） ○
・四半期に⼀度の簡易点検など
〇フロン類の放出の禁止（法86条） ○
〇第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務（法41条）
〇第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等（法43条）
〇引取証明書（法45条）
〇費用負担（法74条）
〇安全衛生推進者の選任（法12条の２） ○
〇危険・健康障害防⽌措置（法20条〜36条） ○
〇危険物、有害物の規制 ○
・名称等の表示等（法57条）
・文書の交付等（SDS）（法57条の２）
・リスクアセスメント（法57条の３）
〇安全衛生教育（法59条、60条） ○
〇健康診断等（法66条〜66条の６、66条の８） ○
〇報告等（法100条） ○
〇法令等の周知（法101条） ○
〇書類の保存等（法103条） ○
〇公害発⽣時の措置（条例11条） ○
〇監視（条例12条） ○
〇規制基準の遵守義務（条例13条） ○

弊社にて関係法令尊守状況を再度ﾁｪｯｸを⾏い違反が無いことを確認した。
また関係機関・近隣住⺠からの指摘などは無く、また訴訟等は1件も無かった。

9.環境関連法規への違反、訴訟の有無

・廃棄物処理法
・産廃物の適正な
処理の確保に関する
条例（⻑野県）

産業廃棄物（廃プラ）

フロン排出抑止法 業務用エアコン

労働安全衛生法
〈限定的に扱う〉 化学物質等

松本市公害防⽌条例 騒音（送風機）
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10.環境活動の⾒直し

廃棄物 ・産業廃棄物排出量の⽬標15.9ｔに対し今年度は16.31ｔと⽬標達成には⾄らなかった。

・今期減容量（17,360kg）と⽬標値(15918kg)達成出来た。

　中国の政策で受け⼊れが⼀時的にストップしている影響で、2017.8〜＠10/ｋｇとなっている。

　総⾦額では￥127,500と前年の￥227,400より▲￥99,900となってしまった。

・目標達成には程遠い数値である（事務所+3,270枚　工場+7,147枚）

・イメージウェアを最⼤限活⽤し無駄な印刷を無くしていかないと増加に⻭⽌めがかからない。

・今後、「モニターを2台使用し印刷を抑える事が出来る」かも検討していく必要がある。

・品質管理課⻑のおかげで倉庫の整理、型の管理が徹底してきている。

　今後は、効率⾯を重視しバッファー在庫を持つことも視野に⼊れる。

⼆酸化炭素排出量の削減 ・⼆酸化炭素排出量は⽬標達成には⾄らなかった。6258/kg-CO２オーバーしてしまった。

・電気では5％削減の目標達成には至らなかったが、工場では3％、事務所では1.7％の削減となった。

　工場の繁忙を考慮するとＬＥＤの効果が表れた結果とも言える。

・来期はＬＥＤの恩恵が無くなるので残業時間の削減等、抜本的な改善が必要と思われる。

・軽油に関しては配送の努⼒のおかで⽬標達成出来た。稼働しているﾄﾗｯｸ3台をリプレイスした結果も⼤いに関係している。

・ガソリンは営業⾞が1台増えたことにより⽬標達成には程遠い数字であった。（+669ℓ）

・灯油は今年も⽬標達成には⾄らなかった。

　⼯場では前年よりも2ℓ少なかったが、尚も高値をｷｰﾌﾟしてしまった。

　事務所では、灯油タンクに半分以上残があり前年の残に左右される。給油のタイミングが難しい。

⽔使⽤量の削減 ・112㎥も増えてしまった。特に4期の⼯場が前年36㎥に対し58㎥と+22㎥と突出して増えている。

　人員増加の影響とも思われるが、それにしても過多感は否めない。

化学物質の管理 ・化学物質管理規定に基づき管理できた。

法令等の遵守 ・法令の調査、リスト作成および関係法令の周知及び順法の徹底

・緊急時の訓練を年1回実施した。今年度は灯油、重油の流出時の訓練も⾏うことが出来た。

環境教育の推進 ・社員の意識を⾼め、無理・無駄をなくした環境経営を確⽴する

・今期7⽉より品質向上委員会を発⾜し2年を迎えた。効果は着実に実を結んで来ている。

・来期もｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの小穴さんに月一回のみＱＣ会議に出席頂きアドバイスを請う。

環境負荷の少ない商品の開発 ・今期も工場間の通い箱も何件か受注できた。

　今後も継続的に提案を⾏う。

・グリーン購⼊リストに従い弊社使⽤⽂具の購⼊を⾏う。

11.代表者のコメント

　歴史的な米朝首脳会議が行われ、アメリカ・北朝鮮間の緊張も和らぎ、一安心という世界情勢でありましたが、新たにアメリカの

保護主義を発端とした中国・アメリカ間の貿易戦争が始まり、これからの世界経済の見通しも再び不透明な状況となっております。

今後の中国・アメリカの動きが心配なところであります。

　そんな中、弊社は昨年度も好況な自動車業界・半導体業界の恩恵を受け、好業績で推移する事が出来ました。このお客様の動きは

まだまだ続く事が予想されます。

今年度は、お客様の増産のニーズに応えるため、如何に生産効率を上げていくかが最大の課題となっております。

　近年の受注増により二酸化炭素排出量は昨年度も増えてしまいましたが、照明のＬＥＤ化、エアコンの新型機へのリプレイス、

大型トラックのリプレイス等の設備投資の効果は出てきております。

今年度は、更に品質向上活動を進め、ムリ・ムダを省き生産効率をアップさせ、電気使用量等の削減に繋げたいと思います。

　エコアクション２１の２０１７年度版への移行の取り組みもスタートさせて戴きました。

経営方針と環境方針を統合し、環境保全活動を弊社の強みとして生かせる様に、社員全員でアイデアを出し合って、今年度も

環境保全活動のレベルアップを進めていきます。

平成30年8月1日

　　 株式会社ミカサ
　　代表取締役社長

　　   　 三澤　敏宏
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